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１【提出理由】

　平成28年11月29日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年11月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加いたします。また、決算期の集中月を避

け、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保すること、さらに、株主総会の集中月を避

けることによる、株主の皆様に開かれた株主総会を目指すことを目的として、決算期を変更いたしま

す。これに伴う必要な規定の変更を行うものであります。

なお、本議案は本総会終結の時をもって、効力を生じるものといたします。

 

第２号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人でありました有限責任監査法人トーマツは、平成28年８月30日開催の第８回定時株

主総会終結の時をもって、任期満了により当社の会計監査人を退任いたしました。これに伴い、会計

監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、当

社は、平成28年８月11日開催の監査役会において、会社法第346条第４項及び第６項の規定に基づ

き、一時会計監査人として新創監査法人を選任し、平成28年８月30日に就任いただいております。

会計監査の継続性を確保するため、引き続き同監査法人が当社の会計監査人として相当であり、独立

性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に判断し、監査等委員会の決定

により同監査法人を会計監査人の候補者といたしましたので、選任をお願いするものであります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案    
（注）２

 

定款一部変更の件 33,881 205 0 可決　99.39

第２号議案    
（注）１

 

会計監査人選任の件 33,874 212 0 可決　99.37

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで

きていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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